


※お願い※

A　契約関係

B　実施関係
　　※予防接種実施マニュアル

C　請求関係
 
D　周知関係

   ・内容を確認してください
　
    ・保管をお願いします
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配布物品について





●受託調査の結果、松江市医師会（以下「医師会」と表記）加入の医療機関は
　松江市に委任状を提出し、市は医師会と集合契約を締結（②）
 
●医師会会員ではない医療機関については、市と委託契約を締結（②）

●（共通）受託医療機関は医師の承諾書を市に提出



●医師会加入医療機関
　　　
　　⇒　委任状、承諾書、口座振替依頼書

契約関係書類の提出について

●医師会会員でない医療機関
　　
　　⇒　契約書、承諾書、口座振替依頼書



契約後に
・接種医師の変更、追加
・医療機関名
・住所
・代表者

　の変更がある場合は 
 

【医療機関情報変更届】

 

必ず松江市までご連絡ください。 
 







松江市の定期予防接種

対象者：松江市に住民票のある人

必ず、マイナンバーカード等で確認して実施しましょう

※特別な事情（災害やDV等の避難者で松江市が認めた人）のある場合は除きます。
　その場合は、松江市より予診票を個別に送付しています。

　

対象年齢は各種予防接種で異なります。必ず実施要領で確認してください。



予防接種は…

　医師・看護師及び事務従事者が分担し、

　必ずダブルチェックをしましょう





②予診票を持参しているか
　 

ポイント

①対象者の住所、フルネーム、年齢、生年月日を
　　マイナンバーカード等で確認

※接種日当日に市外に住民票がある人は、松江市の予診票で予防接種ができません。　
　転出入者に注意が必要です。

※RSウイルス、帯状疱疹（不活化ワクチン）の2回目、インフルエンザ、
　新型コロナは病院に設置



ポイント
③接種するワクチンについて確認
　
　・対象年齢ですか？
　・接種間隔は正しいですか？
　　※必ず直前の予防接種実施日からの間隔を確認！

④予診票の質問事項にすべて回答していますか
　
　・検温を行い、記録すること

必ず
A類「母子健康手帳」または「予防接種の記録」、
B類「予防接種済証」、カルテで接種の接種記録を確認しましょう

【予防接種の記録】





準備時

※同時接種をする場合には、1つのトレーに1セットのワクチン、
　接種器具とし、机上には１人分のワクチンを用意する

・ワクチン名
・接種量
・ワクチン有効期限
・ロット番号
・希釈方法
・外観

・器具が未使用であること
・針の種類、長さ、接続

・エア抜き

作業は中断しない・その場を離れない・話しかけない

製剤について 器具について 手技について



診察時

①接種するワクチン名を伝え、
　対象者（保護者）に住所、フルネーム、年齢、生年月日を確認
　※必ず、対象者本人であることを口頭で確認！

もしかすると・・・

◎ 呼び込み時の入れ替わり
◎ 接種ワクチンの入れ替わり
◎ 予診票の入れ替わり
◎ 母子健康手帳の入れ替わり

・兄弟姉妹
・高齢者（名前の聞き間違い）

リスクが高いので要注意‼



母子健康手帳または予防接種の記録、予防接種済証、カルテで
接種の記録を確認しましょう‼

診察時

既に接種済みの予防接種を忘れているかも

②接種が可能か（健康状態や既往歴を問診、予診票から判断）

③予防接種の種類と回数を確認

④接種年齢を確認

⑤接種歴を確認し、接種間隔を確認





委任状（A類疾病）について

保護者以外（代理人）が同伴者となる場合は、「委任状」
の提出が必要です。

こどもの予防接種には、保護者（父、母、後見人）の
同伴が必要です。
　※RSウイルスワクチンは16歳以上は同伴・委任状は不要

（例）父母（保護者）が接種日当日に仕事等で同伴できず、代わりに祖父母　　
　　   等が同伴する場合



0歳から中学生までが定期予防接種を受ける場合

◎　保護者（予防接種法において、親権を行う者または後見人のこと）
        の同伴が必要です。

◎　保護者以外の（代理人）      が同伴者となる場合には、「委任状」が
        必要です。

高校生（相当）が定期予防接種（HPV、RSワクチン）
を受ける場合

◎　保護者の同伴や委任状は必須ではありませんが、
　　事前に保護者の署名が必要です。
　　（RSウイルスワクチンは16歳以上は保護者の同伴、署名不要）



接種時

①ワクチンの種類・有効期限・外観を確認

②接種量を確認

日本脳炎等、年齢によって異なるワクチンは特に注意

・日本脳炎は生後6か月～3歳未満　0.25ml、3歳以上は0.5ml

予診票、母子健康手帳、カルテへの記入、
接種ワクチンのラベルの貼付などを完了してから接種を行いましょう

・DTは0.1mLですが、0.5ｍL接種した事例があります



③接種方法を確認

④感染性廃棄物入れを準備

・使用済みの接種器具を別の被接種者へ使用するかも

・針刺し事故になるかも





接種後

①使用済み注射器は適正に廃棄

②再度、予診票、母子健康手帳に接種日、
　ワクチンメーカー名、ワクチンのロット番号、
　医療機関名などを記載したか確認

③予診票を回収



④接種終了後の注意事項を説明

⑤副反応に備え、接種後およそ30分待機させる

⑥次回の接種ワクチンの種類や時期について説明





ワクチンの保管の確認

各ワクチンの保管方法を確認

※ ワクチン毎にロット番号順にまとめ、有効期限が見やすいように配置
※ 有効期限までの日数が長いものは奥に、短いものは手前に置く
※ 期限切れのワクチンは早急に処分

・ワクチンの種別に整理し、使用予定数を確保しておく

※ 生ワクチンは温度管理を誤ると急激に力価が低下するので、定期的に　　　
　 保管庫の温度をチェックし記録する

各ワクチンの有効期限を確認

保管庫の温度を記録





事故発生に対する対応策、応急措置について
準備できていますか

確認しましょう

重篤な副反応がみられた場合、適切な医療機関への
搬送手段を確保していますか





Ｑ１：4月1日に接種した場合、
      　　　～「1日の間隔をおいて接種」とは～

Ａ１：4月3日から接種可能

4月

日 月 火 水 木 金 土

1
（接種日）

2
（1日目）

３
（2日目）

４
（3日目）

５
（4日目）

６
（5日目）

7
（6日目）

８
（7日目）

９
（8日目）

１０
（9日目）

１１
（10日目）

１２
（11日目）

１３
（12日目）

14
（13日目）

１５
（14日目）

１６
（15日目）

１７
（16日目）

１８
（17日目）

１９
（18日目）

２０
（19日目）

21
（20日目）

２２
（21日目）

２３
（22日目）

２４
（23日目）

２５
（24日目）

２６
（25日目）

２７
（26日目）

28
（27日目）

２９
（28日目）

３０
（29日目）



Ｑ２：4月1日に接種した場合、
　　　　　～「27日の間隔をおいて接種」とは～

Ａ２：4月29日から接種可能

4月

日 月 火 水 木 金 土

1
（接種日）

2
（1日目）

３
（2日目）

４
（3日目）

５
（4日目）

６
（5日目）

7
（6日目）

８
（7日目）

９
（8日目）

１０
（9日目）

１１
（10日目）

１２
（11日目）

１３
（12日目）

14
（13日目）

１５
（14日目）

１６
（15日目）

１７
（16日目）

１８
（17日目）

１９
（18日目）

２０
（19日目）

21
（20日目）

２２
（21日目）

２３
（22日目）

２４
（23日目）

２５
（24日目）

２６
（25日目）

２７
（26日目）

28
（27日目）

２９
（28日目）

３０
（29日目）



Ｑ３：4月1日に接種した場合、
　　　　　～「1月の間隔をおいて接種」とは～

4月

日 月 火 水 木 金 土

1
（接種日）

2
（1日目）

３
（2日目）

４
（3日目）

５
（4日目）

６
（5日目）

7
（6日目）

８
（7日目）

９
（8日目）

１０
（9日目）

１１
（10日目）

１２
（11日目）

１３
（12日目）

14
（13日目）

１５
（14日目）

１６
（15日目）

１７
（16日目）

１８
（17日目）

１９
（18日目）

２０
（19日目）

21
（20日目）

２２
（21日目）

２３
（22日目）

２４
（23日目）

２５
（24日目）

２６
（25日目）

２７
（26日目）

28
（27日目）

２９
（28日目）

３０
1か月を迎えた日

5月1日
接種可能日

Ａ３：月の場合、翌月の同日の前日に1か月を迎えたと考えるので、
　　　翌月の同日5月1日の前日（4月30日）に1か月を迎えたと考える。
　　　よって、1か月を間にはさんだ5月1日が1か月の間隔をおいた接種可能日

※2月1日の場合には（2月28日までの年の場合）、2月28日に1か月を迎えたと考え、　　　
　3月1日が1か月の間隔をおいた日となります。



間違い多発！！

Ｑ４：３月31日に接種した場合の
　　　　　～1月の間隔をおいて接種した場合～

Ａ４：同じく翌月の同日の前日に1か月を迎えたと考えますが、
　　　同日が存在しないので、

　　1か月に達するのは、翌月最後の日の4月30日
　　～接種可能日は5月1日です～（4月30日ではありません）

4月

日 月 火 水 木 金 土

3月31日
接種日

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29
30

1か月を迎えた日
5月1日
接種可能日



ちなみに・・・

１か月は4週間でも30日でもありません。

３か月は
 4週間×３＝12週間
 30日 ×３＝90日　　でもありません。

HPVで間違い多発‼





万が一、接種の過誤が発生したら…

委託医療機関の対応

1　　対象者（保護者）への対応　 
　①　対象者（保護者）へ状況報告及び謝罪　　　　　 
　　　（異常所見が見られる時は、応急・救急処置を優先）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
    ②　医学的な観点からその影響と今後の対応について説明



 2　　松江市への報告　 
　①　状況報告（速やかに） 
　〔連絡先〕
　　〇松江市健康推進課予防接種室（保健福祉総合センター内） 
　　　電話：（０８５２）６０-８１７３（平日8：30から17：15まで）
 
　　〇松江市役所代表　 
　　　電話：（０８５２）５５-５５５５（平日17:15以降・土・日・祝日） 
　　　　　　　→予防接種室長へ連絡を要請 
　
　②　対象者（保護者）への対応結果について報告 

　③　予防接種過誤報告書・予診票写等の提出 
 





予防接種後副反応疑い報告は、予防接種法第12条第1項の規定に基づき、
医師等が定期の予防接種を受けた者が一定の症状を呈していることを
知った場合に、厚生労働省に報告しなければならない制度です。

報告基準に該当すると医療機関で診察をした場合は、予防接種後副反
応疑い報告書を作成し、すみやかに(独)医薬品医療機器総合機構
（PMDA）へ報告しなければなりません。 

報告方法は電子報告システムまたはFAX（予防接種後副反応疑い報告
書）での報告となります。 

電子報告システム
https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html 
 

副反応疑い報告





予防接種の副反応による健康被害は極めて稀ですが、
不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無に関わらず、
予防接種と健康被害の因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

※その健康被害が接種を受けたことによるものであると
　厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

予防接種健康被害救済制度とは



　その救済の審査にあたっては、厳密な医学的因果関係は求めておらず、
また、予防接種と健康被害の因果関係については、国が設置する疾病・障
害認定審査会において、個々の事例ごとに審査・判断するものであり、当
該書類を作成する医療機関にご判断いただくものではなく、また書類を作
成したことをもって、予防接種と健康被害の因果関係の証明を医療機関に
求めるものではありません。

　

なお、診断書については、医師法（昭和23年法律第201号）第19条第2項
の規定に基づき、正当な事由がなければ交付の請求を拒んではならないこ
ととされているため、適切な対応をしていただきますようお願いいたしま
す。

（令和7年7月7日付の厚生労働省からの事務連絡より）



（令和7年7月7日付の厚生労働省からの事務連絡より）

　制度の趣旨をご理解いただくとともに、申請を希望される方から受診証
明書等の作成の希望があった場合は、円滑な申請が可能となるよう、受診
証明書の書類が、申請を希望された方の申請に係る症状または疾病につい
て当該医療機関を受診したことを示すものである等であることにご留意い
ただいた上で、必要な書類の作成にご協力をお願いいたします。





定期予防接種の対象であった期間に、

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず
その予防接種を受けることができなかったと認められる人は、

定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができ
る場合があります。 

松江市に申請が必要です

長期療養の必要な疾病にかかった者等の定期接種



対象となる予防接種

A類疾病（こども）の予防接種
　BCG・不活化ポリオ・五種混合・三種混合・二種混合
・麻しん・風しん・麻しん風しん混合（MR）・日本脳炎・子宮頸がん
・ヒブ・小児の肺炎球菌・水痘・B型肝炎 
※ロタ、RSウイルスは対象外 

B類疾病（高齢者）の定期予防接種 
　高齢者の肺炎球菌感染症、高齢者の帯状疱疹 
※高齢者のインフルエンザ予防接種及び新型コロナウイルス感染症は　
　対象外 



対象者

松江市に住民登録のある、次の1から4までに該当する人
（※やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る） 

1　厚生労働省令で定める疾病にかかった人 
（ア）重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に
　　　支障を生じさせる重篤な疾病 
（イ）白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身
　　　性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の　　
　　　機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 
（ウ）上記の（ア）または（イ）の疾病に準ずると認められるもの 　等
　　※上記に該当する疾病の例は、別表参照のこと 

2　臓器移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた人 
3　医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる人 
4　災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと 



対象期間

A類疾病（こども）の定期予防接種 
　長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情が
　なくなった日から2年以内 

 

B類疾病（高齢者）の定期予防接種 
　長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなく
　なった日から1年以内 

※ただし、ヒブは10歳未満、小児の肺炎球菌は6歳未満、五種混合は
　15歳未満、BCGは4歳未満までの年齢制限があり、これを
　超えた場合は2年以内であっても対象となりません。



申請には主治医の理由書が必要です 

【長期療養該当理由書】

市民から相談があった場合は、ご協力
をお願いいたします





【A類疾病不足物品連絡票】

物品が不足した場合は、不足物品連絡票に
必要部数を記入し、FAXでお知らせください。
※マニュアルに用紙を付けております。

●受け取り場所が
　健康推進課（予防接種室）の場合には、
　　⇒送信日から２営業日以降
　　　　例：送信日5日（月）で7日（水）以降
　
　支所の場合
　　⇒送信日から５営業日以降

　市外郵送は
　　⇒送信日の翌日までに発送





委任状または契約書に記載した
・住所
・法人名
・医療機関名
・代表者職名
・代表者氏名　を記入します。

請求日は、
実施月の翌月の２日から10日
（毎月の提出期限の日）の
土日祝以外の日付です。
※具体的な日付は
　D請求関係①「請求書の記入及び提出
　の際の注意事項」参照

・請求書の押印は不要です。
・必ず予診票を添えて提出してください。
・訂正は請求書を作成し直してください。 

【予防接種委託料請求書】

請求書記入の注意点



●提出期限について

●原則、実施月の翌月請求です。（実施月請求は不可）

遅れる場合等は必ずご連絡ください‼

※メールアドレスのご報告をいただいている医療機関には、　　
　請求書のExcelデータを後日送付します。　 

請求書提出の注意点

接種した月の翌月10日（期限日必着です‼）
　※10日が土日祝の場合はその前の平日

　※郵送の場合も必着



●変更がある場合は手続きが必要です。
　　

※書類の訂正などで処理が遅れた場合、振込みが遅くなることがあります。 

委託料の支払いについて

●支払日は接種した月の翌月末です。例：４月分の支払いは５月末 

●振込通知は行いません。

※金額は事前に請求書のコピーを取る等でご確認をお願いします。 

※振込口座・医療機関名・住所の変更や法人化等
　　⇒⇒⇒必ず、松江市へご連絡ください。 





各種ポスターを配布していますのでご活用ください

（例）



松江市健康推進課　予防接種室
〒690‐0045
　島根県松江市乃白町32番地2
TEL　（0852）60‐8173
FAX　（0852）60‐8160
mail　 yobou-sessyu@city.matsue.lg.jp


